
 

 

国税庁所管統計の整備に関するワーキンググループについて 

 

 

国税庁所管統計の見直しに関する検討を効率的に行うため、国税庁所管

統計の整備に関する検討会（以下「検討会」という。）の下で、本ワーキン

ググループを開催する。 

本ワーキンググループでは、国税庁所管統計の見直しに関して、技術的

な課題に対する具体的な対応方法を検討することとし、検討結果について

は、検討会の場において、報告するものとする。 

保 存 期 間 ： ５ 年 

（令和８事務年度末） 

令 和 ３ 年 ９ 月 ２ 日 
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